
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２種類があります。

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力

の程度など本人の事情に応じて、家庭裁判所が適切な成年後見人等（成年後見人・

補佐人・補助人）を選任し、選任された成年後見人等については、東京法務局で成

年後見の登記（２０～２１ページ参照）がされます。

一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が

不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見

人）に自分の生活、療養看護や、財産管理に関する事務について代理権を与える契

約を公正証書で結んでおくものです。

４ 知れば安心 あなたを支える制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分

な方々について、本人の権利を守る援助者を選任し、本人を法律的に支援する制度

のことです。
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任意後見制度

公正証書作成の基本手数料 11,000円

登記嘱託手数料 1,400円

法務局に納付する印紙代 2,600円

(※) このほか、本人らに交付する正本等の証書代や、登記嘱託書郵送用の切手
代、任意後見監督人選任の申立て費用等が必要になります。
なお、公正証書に関するお問い合わせは、公証役場にお願いします。

(注1) 保佐人や補助人に代理権の付与や同意権に関わる事項を追加する場合、申立て
ごとに別途800円が必要になります。

(注2) 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
(注3) 本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行う

場合があります。鑑定料はほとんどの場合、10万円以下となっています。
(注4) 申立てには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要であり、

これらを入手するための費用も別途かかります（必要書類については申立て
をされる家庭裁判所にご確認ください。）。

法定後見制度

申立手数料 800円（注1）

登記手数料 2,600円

その他
連絡用の郵便切手(注2)、鑑定料(注3)、添付書類
(注4)の取得に必要な費用 など

成年後見登記は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを家庭裁判所、

公証役場からの手続（申請嘱託）により、東京法務局後見登録課で登記（登録）す

るものです。

この登記によって、登記事項を証明した登記事項証明書（登記事項の証明書・登

記されていないことの証明書）の交付を受けることができ、この証明書によって、

自分が後見人であるという事実や、反対に、ある人にまだ後見人がついていない事

実などを証明することができます。

成年後見制度の利用に必要な費用は？成年後見制度の利用に必要な費用は？

成年後見登記って？成年後見登記って？

２０

法定成年後見、保佐、補助の各事件の受付及び手続の案内は

神戸家庭裁判所後見センター ☎０７８－５２１－５９３５

※申立てには管轄があります。神戸家庭裁判所本庁以外の支部、出張所の取扱いについ

ては、直接申し立てる支部、出張所へお問い合わせください。
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・申請書（最寄りの法務局または法務省のHPから

お取り寄せください。）

・本人確認書類（免許証・保険証など）

・委任状（委任による代理人からの請求の場合）

・戸籍謄抄本・住民票（親族からの請求の場合）

・登記事項の証明書
１通につき５５０円

・登記されてないことの証明書
１通につき３００円

家庭裁判所

公証人

東京法務局

法定後見の登記

任意後見の登記

東京法務局以外の法務局
・地方法務局（戸籍課）

法定後見・任意後見
を受けていない方及
びその配偶者・四親
等内の親族などの方

本人・成年後見人・
任意後見人・本人の
配偶者・四親等内の
親族など（※）の方

登記事項の証明書の交付請求

必要書類

手数料

成年後見制度の詳細は、
法務局HPのＱＲコード
からご覧ください

２１

請求先
○窓口
・東京法務局民事行政部後見登録課
・全国の法務局・地方法務局戸籍課

○郵送
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

郵送での請求は東京法務局
のみでの取扱いになります

登記の嘱託

登記されていないことの
証明書の交付請求

の申請

※このほか、保佐人・補助人・

成年後見監督人・保佐監督人・

補助監督人・任意後見受任者・

任意後見監督人など

法定後見（後見・保
佐・補助）の開始の
審判、任意後見監督
人の選任の審判

任意後見契約の公正
証書を作成

登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を取るには？登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を取るには？
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